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キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
に
よ
る
消
費
者
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

令
和
元
年
十
月
一
日
の
消
費
税
率
引
上
げ
に
伴
う
需
要
平
準
化
対
策
と
し
て
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
・
ポ
イ
ン
ト
還
元
事
業
が

開
始
さ
れ
た
。
中
小
・
小
規
模
事
業
者
が
五
％
の
ポ
イ
ン
ト
還
元
、
本
部
が
中
小
・
小
規
模
事
業
者
等
に
該
当
し
な
い
フ
ラ
ン

チ
ャ
イ
ズ
チ
ェ
ー
ン
が
二
％
の
ポ
イ
ン
ト
還
元
と
区
分
け
さ
れ
、
令
和
二
年
二
月
二
十
一
日
時
点
の
登
録
加
盟
店
数
は
約
百
二

万
店
と
な
る
と
と
も
に
、
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
日
ま
で
の
対
象
決
済
金
額
は
約
三
・
七
兆
円
、
還
元
額
は
約

千
五
百
億
円
に
達
し
て
い
る
。
一
般
社
団
法
人
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
推
進
協
議
会
の
調
査
に
よ
る
と
、
約
四
割
の
消
費
者
が
還
元

事
業
を
き
っ
か
け
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
を
始
め
と
し
た
支
払
手
段
を
増
や
し
た
と
さ
れ
、
通
信
販
売
や
店
頭
販
売
等
の
還
元
事

業
参
加
店
舗
の
約
三
十
九
％
は
売
上
向
上
に
効
果
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。 

 

対
象
決
済
金
額
約
三
・
七
兆
円
に
占
め
る
各
決
済
手
段
の
内
訳
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
が
約
六
十
三
％
、
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

（
二
次
元
バ
ー
コ
ー
ド
）
が
約
七
％
、
そ
の
他
電
子
マ
ネ
ー
等
が
約
三
十
％
で
あ
っ
た
。
後
払
い
式
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に

つ
い
て
は
、
最
も
普
及
し
て
い
る
一
方
で
、
割
賦
販
売
法
の
適
用
範
囲
に
制
限
が
あ
る
な
ど
、
課
題
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

 

以
上
を
踏
ま
え
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

一 

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
決
済
の
マ
ン
ス
リ
ー
ク
リ
ア
方
式
（
以
下
「
翌
月
一
括
払
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、 



 

２ 

 

 
１ 

翌
月
一
括
払
は
割
賦
販
売
法
の
支
払
い
停
止
の
抗
弁
権
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
消
費
者
は
問
題
が
発
生
し
た
場

合
、
契
約
先
で
あ
る
販
売
店
と
直
接
交
渉
し
て
解
決
を
図
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社
の
補
償
制
度

（
い
わ
ゆ
る
チ
ャ
ー
ジ
バ
ッ
ク
制
度
）
は
署
名
偽
造
や
商
品
引
渡
し
不
履
行
な
ど
外
形
的
に
判
定
し
や
す
い
事
由
が
中
心

で
あ
り
、
何
ら
か
商
品
が
届
い
て
い
れ
ば
救
済
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
対
応
を
拒
否
す
る
販
売
店
や
、
海
外

事
業
者
で
言
葉
が
通
じ
な
い
場
合
や
、
音
信
不
通
の
場
合
、
解
決
が
困
難
で
あ
る
。
翌
月
一
括
払
に
お
い
て
割
賦
販
売
法

の
支
払
い
停
止
の
抗
弁
権
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
は
問
題
で
は
な
い
か
。 

 

２ 

翌
月
一
括
払
で
の
契
約
を
強
く
勧
め
な
が
ら
そ
の
後
倒
産
す
る
事
例
が
、
旅
行
業
者
や
レ
ン
タ
ル
事
業
者
で
相
次
い

だ
。
支
払
い
停
止
の
抗
弁
権
が
な
い
こ
と
を
逆
手
に
取
っ
た
行
為
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
法
の
不
備
と
言
え
な
い
か
。 

 

３ 

翌
月
一
括
払
契
約
後
、
消
費
者
は
割
賦
販
売
法
の
適
用
と
な
る
リ
ボ
ル
ビ
ン
グ
払
等
へ
の
変
更
が
可
能
で
あ
る
。
割
賦

販
売
法
は
翌
月
一
括
払
と
そ
の
他
の
支
払
方
法
を
区
分
し
適
用
を
分
け
て
い
る
が
、
い
ず
れ
割
賦
販
売
法
の
対
象
と
な
る

可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
翌
月
一
括
払
を
割
賦
販
売
法
の
適
用
外
と
す
る
根
拠
に
乏
し
い
の
で
は
な
い
か
。
翌
月
一

括
払
も
割
賦
販
売
法
の
適
用
対
象
と
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
。 

二 

通
信
販
売
は
い
わ
ゆ
る
特
定
商
取
引
法
に
定
め
ら
れ
た
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
制
度
が
適
用
さ
れ
な
い
。
購
入
者
が
販
売
者



 

３ 

 

に
対
し
て
能
動
的
に
ア
ク
セ
ス
し
て
い
る
こ
と
が
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
制
度
を
適
用
外
と
す
る
理
由
と
さ
れ
る
が
、
購
入
の

検
討
に
必
要
な
情
報
を
十
分
に
提
供
し
な
い
ま
ま
販
売
す
る
業
者
も
存
在
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
契
約
解
除
や
返
品
の
制

限
に
よ
る
通
信
販
売
に
関
す
る
消
費
者
問
題
が
多
発
し
て
い
る
。
実
態
と
し
て
業
者
が
一
方
的
に
有
利
な
状
況
に
あ
る
こ
と

か
ら
、
通
信
販
売
も
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
制
度
の
適
用
対
象
に
加
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。 

三 

参
議
院
議
員
浜
田
聡
君
提
出
「
マ
ス
ク
の
買
い
占
め
・
転
売
行
為
に
対
し
、
物
価
統
制
令
、
国
民
生
活
安
定
緊
急
措
置

法
、
買
い
占
め
防
止
法
等
を
活
用
す
る
こ
と
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
に
対
す
る
答
弁
書
（
内
閣
参
質
二
〇
一
第
三
八
号
）

に
関
し
、 

 

１ 

Ｅ
Ｃ
（
電
子
商
取
引
）
サ
イ
ト
に
お
い
て
高
額
で
マ
ス
ク
や
手
指
消
毒
用
ア
ル
コ
ー
ル
を
販
売
し
て
い
る
業
者
の
中
に

は
、
消
費
増
税
に
伴
う
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
・
ポ
イ
ン
ト
還
元
事
業
の
登
録
加
盟
店
も
存
在
す
る
。
通
常
の
販
売
価
格
の
二

十
倍
か
ら
五
十
倍
以
上
の
価
格
に
設
定
し
、
あ
る
い
は
販
売
価
格
を
通
常
価
格
と
し
つ
つ
送
料
を
非
常
に
高
額
に
設
定
す

る
等
、
抜
け
道
を
用
い
た
悪
質
な
事
例
も
多
く
み
ら
れ
る
。
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
・
ポ
イ
ン
ト
還
元
事
業
の
目
的
・
趣
旨
か

ら
鑑
み
て
適
切
で
な
い
こ
う
し
た
商
行
為
を
行
う
事
業
者
が
還
元
事
業
の
登
録
加
盟
店
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た
商
行

為
自
体
に
行
政
の
お
墨
付
き
が
あ
る
と
と
ら
れ
か
ね
な
い
。
こ
う
し
た
事
態
を
政
府
と
し
て
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る



 

４ 

 

か
。
加
盟
店
が
不
正
又
は
不
当
な
取
引
を
行
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
、
加
盟
店
登
録
を
取
り
消
す
こ
と
は
あ
り
え

る
の
か
。 

 

２ 

登
録
加
盟
店
が
高
額
で
マ
ス
ク
や
手
指
消
毒
用
ア
ル
コ
ー
ル
を
販
売
す
る
な
ど
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
・
ポ
イ
ン
ト
還
元

事
業
の
趣
旨
か
ら
鑑
み
て
適
切
で
は
な
い
取
引
が
行
わ
れ
た
情
報
を
把
握
し
つ
つ
、
そ
の
取
締
り
に
対
す
る
対
応
が
不
十

分
な
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
業
者
に
対
し
て
も
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
事
業
者
登
録
の
取

消
し
や
補
助
の
対
象
外
と
す
る
な
ど
何
ら
か
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ
を
科
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

 

３ 

マ
ス
ク
が
非
常
に
高
い
価
格
で
転
売
さ
れ
て
い
る
と
疑
わ
れ
る
事
例
が
見
受
け
ら
れ
る
中
、
消
費
者
庁
が
令
和
二
年
二

月
六
日
、
デ
ジ
タ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
に
対
し
て
、
利
用
者
に
社
会
通
念
上
適
切
な
範
囲
で
の
出
品
・
購
入
を
求

め
る
よ
う
、
文
書
に
よ
る
要
請
を
行
っ
た
後
も
、
い
ま
だ
に
非
常
に
高
い
価
格
で
マ
ス
ク
が
販
売
さ
れ
て
い
る
。
消
費
者

庁
に
よ
る
要
請
が
効
果
を
上
げ
て
い
な
い
中
、
今
後
、
引
き
続
き
マ
ス
ク
の
品
薄
状
態
が
解
消
せ
ず
、
非
常
に
高
い
価
格

で
マ
ス
ク
が
販
売
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
も
、
国
民
生
活
安
定
緊
急
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
二
十
一

号
）
の
適
用
は
、
一
切
必
要
な
い
と
い
う
考
え
か
。 

 

４ 

政
府
は
、
浜
田
聡
君
提
出
の
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
に
お
い
て
「
現
在
の
全
般
的
な
物
価
動
向
か
ら
み
て
、
国
民
生
活



 

５ 

 

安
定
緊
急
措
置
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
態
と
ま
で
は
認
め
ら
れ
な
い
現
段
階
に
お
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ

り
マ
ス
ク
を
特
に
価
格
の
安
定
を
図
る
べ
き
物
資
と
し
て
指
定
す
る
状
況
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
」
と
答
弁
し
て
い
る

が
、
ど
の
よ
う
な
状
況
に
な
っ
た
ら
、
同
法
第
三
条
第
一
項
の
事
態
と
判
断
し
て
、
マ
ス
ク
を
特
に
価
格
の
安
定
を
図
る

べ
き
物
資
と
し
て
指
定
す
る
の
か
。
風
邪
や
感
染
症
の
疑
い
の
あ
る
者
な
ど
国
民
の
多
く
が
マ
ス
ク
を
求
め
て
、
高
価
格

で
購
入
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
の
今
こ
そ
、
特
に
価
格
の
安
定
を
図
る
べ
き
物
資
と
し
て
指
定
し
、
適
切
な
指
示
・
命
令

を
行
う
べ
き
で
は
な
い
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


